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第 162 号 

Ｋの会会員様と伏屋事務所の懸け橋 

だより の会 
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企業に役立つ労務管理のツボ 
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パワハラ防止法が施行されてから３年余りが経過しました。しかし、一向に沈静化しないのがパワハラで

す。我々が日常的に受ける労務相談の筆頭が、あらゆるハラスメントの中でもパワハラなのです。セクハラ、

マタハラ、モラハラ、カスハラ等の相談も少なくありませんが、相談件数から見るとパワハラの比ではありません。 

それでは何故、パワハラは起きるのか。やはり一番は、誰もが持っている様々な欲求である「言い訳しない

で欲しい」「言う通りにやって欲しい」「礼儀作法を守って欲しい」「一生懸命やって欲しい」といった欲求を、

相手が軽視したり無視したりするからです。そして、ネットやマスコミ等を通じて、パワハラとは何か、どうすれば

パワハラなのかが、我々の生活の中に汎用語として溶け込んでいるからです。怒ってもパワハラ、苛めてもパワ

ハラ、仕事を与えなくてもパワハラ、私情に深入りし過ぎてもパワハラ・・・何かあればパワハラ、パワハラとそれ

くらい馴染んだ言葉になってしまっているからです。 

それだけに、誰にもパワハラをしてはいけないという意識の向上が期待され、本来は右下がりになっていきそ

うなものですが、現実は真逆です。今回は、パワハラをどうすれば防ぐことができるのか、いくつかの事例を取り

上げながら考えてみたいと思います。 

 

１．よくある事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社中部人材育成センター 

第４回 

 

 

「どうすれば防げるハラスメント」 

その１  

昨年はＡ課長、今年はＢ係長と役職者の退職が続いたため、退職前に本人とのヒヤリングを実

施した。その結果、一番の理由は、上司 C の「認めない、受け入れない、誉めない」発言、また、

「納期に間に合わせるまで残るのが当然」というお客様第一主義の徹底であった。C は、ＡやＢの

ような役職者に対する対応が際立って悪いことから、以前に厳しく指導を受けたものの三日坊主。 

社長に次ぐ要職にある立場であるからか、或いは会社やお客様を思う気持ちは誰よりも優れてい

るからなのか、社長すら C に注意を出来ないでいる。 

その２  

ある会社の営業部門での出来事。上司 D は日報チェックをする時、「それで君の給与が払える

と思うのか」「頭がないなら時間と体で稼げ」「要領の悪さは生まれつき」「生まれ変われないならやる

ことやれよ」等々と必ず赤字で書き込みをしていた。 

こうした日々のチェックを受けて退職した者も複数人いたことから指導を行ったところ、いくらか表

現は変わったものの、その上司に相談する部下は残念ながら０に等しい。 
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株式会社中部人材育成センター 

無論、こうしたことだけがパワハラに繋がる訳ではありません。 

それでは、どうすればパワハラにならないか、そして、誰もが働きや

すく、明るく気持ちよく仕事が出来るようになるにはどうしたらよい

のでしょうか。 

 

その３  

「デブ」「ハゲ」と、ことあるごとに人の体型、身体的批判をする E 氏。話している本人は決して悪

気は無いけれど、言われた側にとっては、一度ならずも、何年も前から続く人格否定発言により、心

も体も痛め、ついに「こうしたパワハラを会社が許すなら出るところへ出る」と爆発。 

もちろん、E 氏への制裁処分は行ったが、未だにその処分に対して被害者は不服気味である。や

はり長年に渡る屈辱恥辱は、容易に許されざるものではない。 

その４  

家族を侮辱された F 氏が腹を立て、その言動を取った G 氏を暴行してしまった事例。もちろん、

暴行は許されることではない。しかし、暴行を受けた側のG氏は、日頃からセクハラ発言をしたり、人

を見下したり、小馬鹿にした発言をしたり、プライベート等への侵害行為などが見受けられる様子。

このことから、暴行を振るった F 氏よりも、G 氏の懐疑的発言を含めた不遜で信頼出来ない言動に

対して、社内のほとんどの社員がそっぽを向いている。 

その５  

やはり、社長や役員からのパワハラが一番多いような気がする。その典型的な例を最後に紹介

する。 

① 幹部会等で決めたことが、社長の方針に合わないからと一蹴。ここまでは必ずしも悪いとは言

えないが、問題なのは、説明が無いこと、会議での話を聞かないこと、何が悪く何が良いかで

なく全否定することである。 

② 感情的采配。とりわけ気に入る人の考えを尊重し、気に入らない人の考えは聞こうともしな

い。冷静に考えれば良案でも、全て排除してしまう。 

③ とにかく売上、利益至上主義。会社に利益をもたらすこと、生産性をあげること、これを優先

し、社員目線は全て無視。 

④ 直ぐ「女性は」「パートは」「派遣は」「高齢者は」「契約社員は」と身分、性別、年齢等を方

針の基本にしている。 

⑤ 結果、成果、業績等、数字に現れたものだけを尊重。そのプロセス、恵まれない市場環境、

努力の跡を見ない。 
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株式会社中部人材育成センター 

２．パワハラを生まない環境づくり 

これまで何回も、このＫの会便りでも、拙著でも、パワハラ研修でも、ことあるごとにパワハラの定義を説明

させていただきましたが、やはり経験的には、次のことがキーワードになるのではないでしょうか。 

 

(1) 部下との良好な関わり方 

これは普段の管理活動の中で、上司が部下とどう向き合っているかです。この向き合い方さえ間違わなけ

れば、まずパワハラは激減するでしょう。それでは、どのような向き合い方がよいのか、それを紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 人格否定は、絶対ダメ！ 

どんな場合でも絶対にしてはならないのが、人格否定です。顔つき、容姿、体型、見た目、性格、家族、

学歴、職歴、年齢、主義思想、資格の有無、地域、出生地等を理由になじる、侮る、中傷、誹謗は絶

対ダメです。 

それ以外にも、極端な他人との比較、費用対効果による会社の持ち出しに起因する軽蔑発言等も人

格否定発言と捉えられるおそれがあります。 

 

(3) 「相当な範囲を超えた」の意味を勘違い 

これまでパワハラした側の意見を聞いていると、一番多いのが「本人のため」「将来性が誰よりあるから」

「誰も怒らない、叱らないから」「厳しさを分からせるため」等と、大いなる大義名分の元にやっていることが多

く見られます。 

しかし、ハラスメントの基本は、された側の心理、気持ち、辛さや痛みの程度です。言い換えれば、どれほ

ど立派な大義名分があっても、相手が不快・苦痛と感じればハラスメントとなり得ます。 

ハラスメントに該当する「相当な範囲を超えた」かどうかの見極めは、「相手の受け止め方」にあります。相

手の反応や言動を見届けながら関われば、間違いはまず生じないのです。 

① あらゆる部下に「聴く」を最優先すること。 

② 聴いたら、次は「受け入れ、まず部下から話させる」こと。 

③ 叱る、怒鳴る、大声を出す前に「何をどのように伝えるか」を整理すること。 

それにより、怒る熱が冷え、冷静に話すことが出来るのです。 

④ 否定は、よくて半分に抑えること。 

少なくともあと半分は肯定コミュニケーションです。 

⑤ キャリアを認めたコミュニケーションを取ること。 

誰しもこれまでの経験や立場を無視されては、快く思えません。 

大切なのは歩んできた足跡を受け入れた話し方に徹することです。 
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３．パワハラを生まない「３要素」 

最後に拙著「光る職場へ」にも書かせていただきましたが、パワハラを生まない「３要素」を紹介します。 

 

① 我慢の「耐性」をベースに 

パワハラが起こるのは、なんと言ってもこちらの欲求が満たされないとき、つまり欲求不満状態が発生した

時です。誰もが、思い通りになることはないと知っていながら、ついつい人は相手に欲求を押しつけてしまいが

ちです。その時、パワハラが起きるのです。一に我慢、二に我慢です。そうすれば、あなたの耐性が涵養さ

れ、大きな成長が期待されるのです。 

 

② 相手目線での関わり 

相手目線とは、相手の性格、力量、意欲の程度、興味や関心の程度等を考慮した上で、相手と同レ

ベルの話し方が出来ることです。背中の曲がったおばあちゃんに話しかけるとき、小さな子供を注意するとき、

人はその背丈にあった目線で聞き、話すものです。つまり、話し方のレベルを「相手尊重型」にすることです。 

 

③ 思いやりのある言動 

簡単なようで案外難しいのが、この要素です。思いやり、思いやり、と人は人間関係を正常に保つ要素と

して気楽に口にしますが、まさに言うは易く行うは難し、です。それでは、どんな行為が思いやりにあたるのか。

拙著にも至るところで既述させてもらっていますが、まずは、話すことより聞くことを優先すること。そして目で聞

くこと。更には、思うようにならなくても相手を認める言語の使用です。 

 

どんなことも、小さな実践がスタートです。知ったらやってみる。それがあれば、あなたも、あなたもパワハラ上

司と呼ばれることはないし、あなたの職場が、まさに「光る職場へ」の第一歩となるのではないでしょうか。 

 

株式会社中部人材育成センター 

 

『社労士は見た！！光る職場へ』 伏屋喜雄 著 

【概要・要約】 

 経営者や管理者が社員をうまく使うため、働きやすい職場環境「光る職場」を作

るために必要な 20 か条を紹介します。 

 この道 46 年のベテラン社労士が、これまで見てきた職場の光る制度や特徴を徹

底解説。経営理念や方針の決め方や風通しのよい職場の作り方、パワハラ防止や

高齢者雇用も含めて、どの職場にも取り入れられる会社改革のヒントを示します。 

 ５冊目！ 

大型書店、ネット通販等で好評発売中です。 

ご興味のある方はぜひご一読ください。 

 

発行：労働調査会 

金額：１，９８０円 
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◆令和７年度地域別最低賃金額改定の目安について 
 

賃上げ基調が一層強まる中、毎年の最低賃金の引上げは社会的に大きな注目を浴びています。今年度

も同様で、2020 年代に全国平均で 1,500 円とする政府目標に向けてどの程度の引上げ幅になるか関心が

集まっています。 

今年度の改定額の目安を全国平均で 6.0％、63 円アップすることで決着したことを受け、今後は、各地方

最低賃金審議会で、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、

各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定されます。 

 ※上記の地域別最低賃金は答申の段階にあり、正式な発効日・金額まだ確定しておりません。 

 

 

【最低賃金の対象となる賃金】   

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。 

具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。 

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など) 

(2) １箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) 

(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など) 

(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など) 

(5) 午後１０時から午前５時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金 

の計算額を超える部分(深夜割増賃金など) 

(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当   

                          

 

 

 

 

 

 

 
 

現在 改定後（予定） 適用日（予定） 

岐阜 1,001 円 １，０６５円   令和７年 10 月 18 日 

愛知 1,077 円 １，１４０円   令和７年 10 月 18 日 

三重 1,023 円 １，０８７円   令和７年 11 月 21 日 

株式会社中部人材育成センター 

 ６４円アップ 

 

 

６３円アップ 

６４円アップ 
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◆重要・要確認 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

株式会社中部人材育成センター 

令和７年分の年末調整のための各種様式を公表（国税庁） 
 

□ 令和７年 12 月に行う年末調整においては、基礎控除の見直し、給与所得控除の見直し、特定親族
特別控除の創設、扶養親族等の所得要件の改正といった令和７年度税制改正による改正規定が適用され
ます。 

この改正に伴い、年末調整関係書類の一部を変更することが国税庁から予告されていましたが、この度、そ
れらの確定版も含め、令和７年分の年末調整のための各種様式が公表されました。 
 

･････････････････････････例：代表的な申告書（いわゆる「基・配・特・所」）････････････････････････ 

 

★令和７年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し
等については、今回公表された各種様式を含め、早めにチェッ
クしておくようにしましょう。 
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◆実務に役立つQ＆A 

 

 

 

 

 

 

 

「業務の放棄」に該当…ただし、会社の落ち度も考慮する 

 

  懲戒や解雇の効力が訴訟で争われる事案において、会社が同種の問題に黙認してきた経緯があること

は、会社の処分が無効と判断される理由になることがあります。本件では、F 社において「営業ノルマをこなして

さえいれば、多少サボっても問題なし」との社風があるため、G に厳しい対応をした場合には、これまでの対応と

のバランスを欠き、不当であると G が主張することも考えられるでしょう。 

 しかし、就業時間中にパチンコをするのとスキマバイトをするのでは、問題の程度が大きく異なります。就業時

間中にパチンコをしていても、F 社から業務の指示を受けたり、顧客から連絡が入ればパチンコを止めて業務に

戻ることができます。一方で、他社に雇用されてバイトをしている場合には、バイトが終わるまでは臨機応変に

対応することはできないでしょう。そのため、スキマバイトで就労することを決めた段階で、その時間は F 社の業

務を放棄し、バイト先の指揮命令下に入ることを自分の意思で決めたといえますので、その背信性の程度は重

大です。 

 また、スキマバイト中は、バイト先と F 社から二重に賃金を受けていることも問題になりえます。 

 本件において、G は F 社から賃金の全額の支給をうけ、G のために就業すべき義務を負う就業時間中にス

キマバイトを行っています。そのため、バイトをした長さやバイトの継続性にもよりますが、G の非違行為の程度

が重大とも評価できます。 

 ただ、F 社がこれまで厳格な対応をしてこなかったということが、G を増長させたという側面がありますので、F

社の落ち度を考慮すると、解雇は過大な処分と判断される可能性があり、出勤停止等の懲戒処分に留める

のがよいのではないでしょうか。 

 F 社はまず、G のスキマバイトの実態について調査を行う必要があります。そして、G の弁明も聞いたうえで懲

戒処分を決めることになります。また、出勤停止等の処分に留める場合は、G に今後

の就業規則の遵守を誓約させる必要があります。さらに、全社的にも、これまでの対

応を改め、今後は就業時間中の職務からの離脱について厳格な対応をすること、

職務専念義務違反は懲戒の対象とすることを明確に周知するべきでしょう。 

 

 

 

F 社の営業マン G は外回りがメインであるところ、就業時間中にスキマバ

イトやっている疑いが持たれている。これまで「営業ノルマさえこなしていれ

ば、多少サボっても問題なし」の社風があった。実際、仕事中にパチンコに行

っている営業マンにはなにも指導していない実態があった。G にどのような

対処をすればよいのか。 

Q  

A 

株式会社中部人材育成センター 



- 14 - 

 

伏屋事務所ホームページのご案内 

 

 

 

①30 代向けキャリア形成研修 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 25 日に 30 代向けキャリア形成研修を実施しました。8 社 15 名の方にご参加いただきました。 

この研修は、自身のこれまでの歩みを振り返り、今後のキャリアを考えることで、日々の業務に新たな視点

を取り入れることを目的としています。受講者の方々からは「自分の強みを再確認できた」「これからの仕事に

前向きに取り組めそうだ」といった声も寄せられており、働く意欲の向上につなげることができました。 

 

株式会社中部人材育成センター 

Ｋの会 会員様専用ページへのログイン    半角小文字 

ユーザー名  knokai     パスワード   51up1001  

                                       

 

令和 7 年の教育研修のご案内を順次掲載しておりますので、印刷してご利用ください。 

お申し込みは FAX メール QR コードで受け付けています。 

 

教育研修講座実施報告 
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